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〔 公 印 省 略 〕 
 

民間（七会）連合協定の三約款 
（小規模建築物・設計施工一括用工事、マンション修繕工事、リフォーム工事） 

の改正について（情報提供） 
 

 平素は本会の活動に対しまして、格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、全建事発第０８８号にて民間（七会）連合協定工事請負契約約款が令

和５年１月１日付で改正を行う旨、情報提供しましたが、民間（七会）連合協

定工事請負契約約款委員会より標記の約款についても令和５年２月１日付で改

正を行い、改正概要は下記のとおりです。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、本件の趣旨をご理解の上、貴

会会員企業の皆様に対し周知賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 
【改正の概要】 
 「役員等」の対象範囲に発注者または受注者の代表者のみならず、経営

に実質的に関与している者に加え、さらに契約解除事由に、暴力団等と

の社会的に非難される関係の行為類型として、暴力団等の不当利用など

の３類型を具体的に規定したこと（三約款共通） 
 現場において建設発生土のある場合、搬出先の名称および所在地を明確

化すること（小規模建築物工事約款のみ） 
 
【添付資料】 
別添１ 民間（七会）連合協定工事請負工事契約約款委員会からの通知文 
別添２ （小規模建築物約款）令和５年２月改正 【新旧対照表】 
別添３ （マンション修繕約款）令和５年２月改正【新旧対照表】 
別添４ （リフォーム約款）令和５年２月改正 【新旧対照表】 
 



※（参考） 
 全建書頒会にて販売済の現行約款の交換、引き取りはできません。 
 ただし、後日、約款委員会の HP 上で、現行約款を使用する場合の対応方法（変

更合意書）が掲載される予定です。 
 変更合意書について当初、民間（七会）連合協定工事請負契約約款の改訂予定を

公表した時点では印紙が不要である様式でしたが、２００円の印紙が必要である

旨、連絡があり、ホームページの様式も変更されています。 
 販売価格、販売方法は、これまで通りで変更ありません。 
 新約款の頒布は令和 5 年 2 月 20 日以降を予定しています。 
 不明点等あれば、全建書頒会事務局（03-6280-4780）まで連絡願います。 
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